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令和7年の厚生労働省の調査で、約半数の患者さんが自宅にあると回答した「残薬」。服用されな
い薬が自宅に残ったままになると、期待される治療効果が得られないだけでなく、医療費の増加に
もつながります。
令和8年度の調剤報酬改定では、残薬調整に関する評価体系が見直され、新たに「調剤時残薬調整
加算」「薬学的有害事象等防止加算」などが新設されました。残薬問題に対する薬剤師の積極的な
関与がより求められる今、正しく知っておきたい残薬の知識を、令和8年度調剤報酬改定のポイン
トとあわせてご紹介します。
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